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本
法
律
案
は
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
自
然
環
境
の
保
全
、
地
域
に
お
け
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
観
光
の
振
興
及
び
環
境
の

保
全
に
関
す
る
意
識
の
啓
発
等
の
環
境
教
育
の
推
進
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム

に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
、
政
府
に
よ
る
基
本
方

針
の
策
定
そ
の
他
の
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
基
本
理
念
及
び
基
本
方
針

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
自
然
観
光
資
源
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
配
慮
し
つ
つ
、
適
切
な
利
用

の
方
法
を
定
め
、
そ
の
方
法
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
政
府
は
、
エ
コ
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

二
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会
及
び
全
体
構
想

市
町
村
は
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
地
域
ご
と
に
、
当
該
市
町
村
の
ほ
か
、
事
業
者
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
、
専
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、

、

、

門
家

土
地
所
有
者

関
係
行
政
機
関
等
か
ら
な
る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

同
協
議
会
は
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
実
施
方
法
や
自
然
観
光
資
源
の
保
護
・
育
成
の
た
め
に
講
ず
る
措
置
等
を
内
容
と
す
る

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
全
体
構
想
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
市
町
村
は
、
そ
の
組
織
し
た
協
議
会
が
全
体
構
想
を
作
成
し
た
と
き
は
、
当
該
全
体
構
想
に
つ
い
て
主
務
大
臣
の

認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
認
定
全
体
構
想
に
つ
い
て
の
周
知
等

主
務
大
臣
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
方
法
に
よ
り
、
認
定
し
た
全
体
構
想
の
内
容
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
国

の
行
政
機
関
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
当
該
認
定
全
体
構
想
に
基
づ
く
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
係
る
事
業
が
円
滑
か

つ
迅
速
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
許
可
等
の
際
に
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。

四
、
特
定
自
然
観
光
資
源
の
指
定
及
び
規
制

当
該
市
町
村
の
長
は
、
認
定
全
体
構
想
に
従
い
、
保
護
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
自
然
観
光
資
源
を
特
定
自
然
観
光
資

源
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
指
定
し
た
特
定
自
然
観
光
資
源
が
多
数
の
観
光
旅
行
者
等
の
活
動
に

よ
り
著
し
く
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
自
然
観
光
資
源
の
所
在
す
る
区
域
へ
の
立
入
り
の
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制
限
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
特
定
自
然
観
光
資
源
の
所
在
す
る
区
域
内
に
お
い
て
は
、
何
人
も
、
そ
の
汚
損
、
損
傷
、
除
去
及
び
ご
み
の
廃
棄

等
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


